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              テックアカデミーの対象のコース・セットが 
 経済産業省の第四次産業⾰命スキル習得講座に認定され、 

 厚⽣労働省指定の専⾨実践教育訓練給付⾦制度の対象講座に認定されました。 

 この制度の利⽤で受講料の 
         最⼤368,830円  が補助(返⾦)されます。 

              「専⾨実践教育訓練給付制度」とは、 
 厚⽣労働⼤⾂が指定した専⾨実践教育訓練の講座を受講し、 

 条件を満たすことで受講のために⽀払った  教育訓練経費の50〜70％  が 教育訓練給付⾦と 
 してハローワークから⽀給される制度です。 

 専⾨実践教育訓練の指定講座（令和5年10⽉） 
 施設名  講座名  新指定番号  指定開始  指定期限 

 テックアカデミー  ＡＩコース ８週間プラン  1310249-2020011-9  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  データサイエンスコース ８週間プラン       1310249-2020041-7  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  データサイエンスコース １６週間プラン  1310249-2020061-2  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  Ｐｙｔｈｏｎ＋ＡＩセット ８週間プラン  1310249-2020071-5  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  Ｐｙｔｈｏｎ＋ＡＩセット １２週間プラン  1310249-2020081-8  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  Ｐｙｔｈｏｎ＋ＡＩセット １６週間プラン  1310249-2020091-0  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  Ｐｙｔｈｏｎ＋ＡＩセット ２４週間プラン  1310249-2020101-1  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  Ｐｙｔｈｏｎ＋データサイエンスセット ８週間プラン  1310249-2020111-4  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  Ｐｙｔｈｏｎ＋データサイエンスセット １２週間プラン  1310249-2020121-7  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  Ｐｙｔｈｏｎ＋データサイエンスセット １６週間プラン  1310249-2020131-0  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  Ｐｙｔｈｏｎ＋データサイエンスセット ２４週間プラン  1310249-2020141-2  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  Ｐｙｔｈｏｎ＋ＡＩ＋データサイエンスセット  1310249-2020151-5  2023/10/1  2026/9/30 

 テックアカデミー  エンジニア転職保証コース  1310249-2120011-9  2021/10/1  2024/9/30 

     

 ●  AI  コース  4  ・12・16週間プラン、データサイエンスコース4・12週間プランは専⾨実践教育訓  練の対象外です。 

 ●  給付⾦の受給するための受給対象条件等はご⾃⾝で最寄りのハローワークにてご確認いただく必要があります。 

 ●  給付⾦の申し込みは、  受講開始の  1  ヶ⽉前に「受講前申請」  をする必要があります。 

 ●  当制度を利⽤するためには、個⼈名義で申込・受講料振込をしていただく必要があります。 

 ●  弊社では当制度のご利⽤に関して⼀切責任を負いかねますので、 最寄りの  ハローワーク（公共職業安定所） 

 にご相談いただくか、  ハローワークインターネットサー ビス 教育訓練給付  をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
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 あらかじめ、最寄りの  ハローワーク（公共職業安定所）  に⽀給条件を 
 ご確認ください。 

 ⽀給申請⼿続きのご案内については、  こちら  (※)をご覧ください。 
 ※専⾨実践教育訓練給付⾦についてのリーフレット 

 以下をハローワークへご提出ください。 
 その他必要書類の詳細はハローワークでご確認ください。 

 ● 教育訓練給付⾦及び教育訓練⽀援給付⾦受給資格確認票 
 ハローワークなどで配布しています。 

 ● ジョブ・カード 
 訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサル 
 ティングを受け、就業の⽬標、職業能⼒の開発・向上に関する 
 事項を記載したジョブ・カードを作成してください。 

 この⼿続きは、原則として  受講開始⽇の1か⽉前まで  に⾏う 
 必要があります。 
 （⽀給を受けるための⽀給申請は、別途⼿続きが必要です。） 

 指定講座のお申し込みフォームにある  「専⾨実践教育訓練給付⾦制度を 
 利⽤する」へチェック  を⼊れてください。 

 申し込み後、⾝分証のご提⽰をお願いしております。 
 詳細はお申し込み後に送付されるご案内メールをご確認ください。 

 お問い合わせフォーム  より、受講終了の旨ご連絡ください。 
 受講終了時に修了条件を満たしている⽅へ必要書類をお送りいたします。 

 ハローワークへ申請⼿続きの書類をご提出ください。 
 ※教育訓練を受講した本⼈がお⼿続きください。 

https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000800408.pdf
https://techacademy.jp/contact
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197058.html
https://techacademy.jp/contact
https://techacademy.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/pdf/reskil_survey.pdf

